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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月28日に提出いたしました第78期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出する

ものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

  

  

第一部【企業情報】 

  

第４【提出会社の状況】 

  

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  

＜訂正前＞ 

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方) 

当社グループは、コーポレート・ガバナンスを充実することが、企業の健全性、透明性の向上と株主価値の向

上につながるものと考えており、必要に応じて経営体制の見直し、組織の整備、必要な施策を実施しておりま

す。また、経営内容の迅速な情報開示に努めるとともにインターネットを通じて財務情報の提供を行なうなど幅

広い情報開示を図り公正性と透明性を高めることにも努めております。 

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況) 

Ⅰ．省略 

  

Ⅱ．責任限定契約の概要 

     当社は、社外取締役１名および社外監査役２名と会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と

法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結しております。 

  

Ⅲ．～ Ⅵ．省略 

  

 ＜訂正後＞ 

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方) 

当社グループは、コーポレート・ガバナンスを充実することが、企業の健全性、透明性の向上と株主価値の向

上につながるものと考えており、必要に応じて経営体制の見直し、組織の整備、必要な施策を実施しておりま

す。また、経営内容の迅速な情報開示に努めるとともにインターネットを通じて財務情報の提供を行なうなど幅

広い情報開示を図り公正性と透明性を高めることにも努めております。 



(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況) 

Ⅰ．省略 

  

Ⅱ．責任限定契約の概要 

     当社は、社外取締役１名および社外監査役２名と会社法第423条第１項で定める責任について、金５百万円と

法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限

定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でか

つ重大な過失がない場合に限られます。 

  

Ⅲ．～ Ⅵ．省略 

  

Ⅶ．取締役の選任 

  当社は、取締役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行なう旨を定款に定めております。ま

た、取締役の選任は、累積投票によらない旨を定款に定めております。 

  

Ⅷ．自己の株式の取得 

  当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得す

ることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とする

ものであります。 

  

Ⅸ．監査役の責任免除 

  当社は、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失

がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる

旨を定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できる

ようにするためであります。 

  

Ⅹ．中間配当 

  当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行なうことができる旨を定款に

定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行なうことを目的とするものであります。 
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